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１．策定の趣旨 

 本県では、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020

大会」という）においてオリンピック４競技、パラリンピック１競技が開催される

予定です。 

 また、ラグビーワールドカップ 2019（以下「RWC2019」という）では、埼玉県・

熊谷市が開催都市の１つに決定しています。 

 両大会の成功に向けた取組を進めていくために、本県では「2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ

ﾋﾟｯｸ／ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019埼玉県推進委員会」を設置し、平成２８年５月に「埼

玉県推進基本計画」を策定しました。 

 「埼玉県推進基本計画」（以下「基本計画」という）では、基本理念とビジョン

を次のとおり掲げ両大会に向けた取組を推進し、大会後に引き継がれる遺産（レガ

シー）を残していくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この基本計画において教育の取組については、「東京 2020大会と RWC2019を、子

供たちの成長にとってまたとない重要な機会と捉え、オリンピック・パラリンピッ

ク教育を活用していく必要がある」としており、大会実施を通し次代を担う子供た

ちの心の中にどのような良い遺産（レガシー）を残せるのか対応が求められていま

す。 

 「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 ラグビーワールドカップ

2019埼玉県教育アクション推進方針」（以下「本方針」という）はこれら基本計画

の趣旨を実現するために、オール埼玉で進めていくべき取組の具体的な方向性を示

すものです。 

 

 Ȩɶɩḩ ǲȏȒ֝  

 ȷɛɶɂș ǟǦɪȪȵɶǵҍї 

基本理念 
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【本方針の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）本県の競技会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進のための取組( アクション) の具
体的な方向性 

 
ˬ 2020 ȨɨɱɒɁȭɵɏɧɨɱɒɁȭ Ẏ̝ 

ɧȮɑɶɭɶɩɇȩɁɕ 2019 ḩ Ƞȭȵɥɱ  
 

ˬ 2020 Ẏ̝ 
- 2019  

ḩ Ḩ  

ֺʺ̱Ǯὕ ǠȒȠȭȵɥɱ 

Ƨ Ḩ Ǯ ǠɪȪȵɶǵҍї 

 
ˬ 2020 Ẏ̝ RWC2019 șẤ ǯǞǦ ǵ  
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２．スポーツの価値と教育 

 スポーツは、体を動かすという人間の本源的な欲求に応えるとともに精神的な充

足感や楽しさ・喜びをもたらし、人々が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生

活を営む基盤となると同時に、その喜びを通して、人々を勇気づけ、お互いを結び

付けることで、希望を生み出し、社会を変革する契機となり、多様性、寛容、公正

さの尊重を促す可能性があります。 

 また、スポーツを通して、人は、自身の限界に挑戦し、これを克服し、新たな機

能や学びを獲得することが可能になります。 

 さらにスポーツは、世界共通の人類の文化であり、国際相互理解と世界平和を促

進することができます。 

 オリンピック憲章では、オリンピズムの根本原則を次のように定めています。 

 

オリンピズムは肉体と意志と精神のすべての資質を高め、バランスよく

結合させる生き方の哲学である。オリンピズムはスポーツを文化、教育

と融合させ、生き方の創造を探求するものである。その生き方は努力す

る喜び、良い規範であることの教育的価値、社会的な責任、さらに普遍

的で根本的な倫理規範の尊重を基盤とする。 

 

 一方、「東京 2020大会開催基本計画」では、教育についてのミッションとして次

のとおり定めています。 

 

東京 2020大会ビジョンに基づき、教育プログラムを通じてオリンピッ

ク・パラリンピックの持つ力強いメッセージを日本全国の人々に伝える。

そして、オリンピック・パラリンピックの精神と価値を共有することで

多様性をもった共生社会を創造し、未来へと継承する。 

 

 さらに、RWC2019組織委員会が示す大会ビジョンは次のとおり定めています。 

 

本気でぶつかるからこそ生まれる、人と人とのつながり。恐れずに前に

進み続ける姿勢。闘う相手への深い尊敬。ラグビーで育まれる精神はプ

レーヤーだけでなく、今の社会を生きる上ですべての人に必要と言える

ものです。このラグビーワールドカップを単なるスポーツイベントでは

なく、フィールドを超えてラグビー精神を広く発信する場とし、大会を

より良い世の中の実現へとつなげていきます。 

 これらは、スポーツ自体の価値と、スポーツを通してもたらされる価値があ

ることを示しており、スポーツの推進が教育の充実につながることを意味して

います。 



 

4 

 

３．オリンピック・パラリンピック教育について 

 （１）目的  

 オリンピック・パラリンピック教育を進めるに当たっては、国際オリンピ

ック委員会（IOC）がオリンピックの３つの価値を、国際パラリンピック委

員会（IPC）が４つの価値を、次のとおり示しています。 

 

 

 

 

 

 

 IOCは、オリンピック・パラリンピック教育ではこうした基本的な価値を

学習し、社会の変革のきっかけとしていくことが重要であるとしています。 

 我が国において、健康長寿社会、思いやりや正義感に富んだ社会、平和と

友好に満ちたグローバルな共生社会等の構築が求められている中で、オリン

ピック・パラリンピック教育は、オリンピック・パラリンピック・ムーブメ

ントの中核の一つであり、オリンピック・パラリンピックをはじめとしたス

ポーツの価値や効果の再認識を通して自己や社会の在り方を向上させるこ

とにより、将来を担う「人財」を育成し、求められる社会の将来像を実現し

ようとするものです。 

 オリンピック・パラリンピック教育は、オリンピック・パラリンピックを

題材にして、 

① スポーツの意義や価値等に対する国民の理解・関心の向上 

② 障害者を含めた多くの国民の、幼少期から高齢期までの生涯を通じた

スポーツへの主体的な参画（「する」「見る」「支える」「調べる」「創

る」）の定着・拡大 

③ 子供たちをはじめとした若者に対する、これからの社会に求められる

資質・能力等の育成の推進 

を目的とし、オリンピック・パラリンピックに関して学ぶことを通して国民

のスポーツへの参画意欲が深まり、それがさらなる学習へとつながる好循環

を創り出していくことが必要であるとしています。 

 このことは、「人財」の育成や、社会づくりにおいて、RWC2019の大会ビ

ジョンとも親和性があり、RWC2019を含めた本方針の中核をなすものです。 

 （２）具体的内容 

① オリンピック・パラリンピックそのものについての学習 

 オリンピック・パラリンピックに関する知識（歴史、競技種目、アス

リートのパフォーマンスや努力のすばらしさ、オリンピック精神、パラ

リンピックの意義、用具の工夫・開発やクラス分け等のパラリンピック

○オリンピックの価値 

 「Excellence ( 卓越）」 

 「Friendship ( 友情）」 

 「Respect( 敬意／尊重）」 

○パラリンピックの価値 

 「Courage( 勇気）」 

 「Determination ( 決意）」 

 「Equality ( 平等）」 

 「Inspiration ( インスピレーション）」 
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の特性等）のほか、選手の体験・エピソード、大会を支える仕組み、オ

リンピック・パラリンピックの負の部分と改善に向けた取組（商業主義

が引き起こす歪みと IOC改革の取組、スポーツの公平性を蝕むドーピン

グの問題点とアンチ・ドーピングの取組等）について学習することが考

えられます。 

② オリンピック・パラリンピックを通じた学習 

 オリンピック・パラリンピックを契機としてスポーツの価値（スポ―

ツが個人や社会にもたらす効果）を学習することが考えられます。具体

的には、スポーツ又はスポーツマンシップが、チャレンジや努力を尊ぶ

態度、ルールの尊重やフェアプレーの精神、スポーツ・インテグリティ
※の保持、他者の尊重や自己実現、健康増進等にもたらす効果を学習し、

スポーツをしようとする気運や体を動かすことへの自発的な関心の向

上、生涯にわたってスポーツに積極的に参画することにつなげることが

求められます。 

 平和でより良い世界を構築する次代の若者の育成という観点から、オ

リンピック・パラリンピックを我が国の社会全体や地域の課題、さらに

は国際社会の状況や現代的な課題に向き合うきっかけとすることも大

切です。 

 例えば、世界の文化・言語など人々の多様な在り方を相互に認め合え

る共生社会の形成、環境・貧困・人権・国際平和・開発等の様々な地球

規模の課題解決をはじめとする持続可能な社会の構築、我が国や地域の

伝統文化等に関して学ぶことが挙げられます。 

 また、オリンピック・パラリンピックへの関心やスポーツの場面にお

けるコミュニケーションの必要性から、英語をはじめとする言語能力を

高めるきっかけとなることも期待されます。 

       ※スポーツが、様々な脅威により欠けることなく、価値ある高潔な状態 

 こうした学習を通して、社会の課題の変化や解決に向けて他者と協働しつ

つ主体的に取り組む態度や、多様性の尊重（人間としての共通性、他者への

共感、思いやり等）、公徳心（マナー、フェアプレー精神、ボランティア精

神、おもてなし精神等）の育成・向上を図ることが求められます。こうした

力を身に付けることは、これからのグローバル化が進み、変化の激しい時代

を生き抜いていくために、今後ますます重要となります。 

 （３）大会組織委員会によるオリンピック・パラリンピック教育 

 大会組織委員会では、大会開催基本計画当初の段階から大会後のレガシー

も見据えた包括的な取組を推進するため、「東京 2020アクション＆レガシー

プラン 2016」（以下「アクション＆レガシープラン」という）を取りまとめ

ました。 

 このアクション＆レガシープランは、東京 2020大会に一人でも多くの方
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に参画していただき（アクション）、そして大会をきっかけにした成果を未

来につなげる（レガシー）のための取組です。 

 参画は単なる理念だけでなく、実際に全国で東京 2020大会の盛り上げに

向けたアクションを促進し、できるだけ多くの方々や団体のかかわりを具現

化していくことが重要です。 

 また、アクションの積み重ねにより、「レガシー」創出につなげていくこ

とが期待されます。このアクションを推進していく制度が「東京 2020参画

プログラム」（以下「参画プログラム」という）です。 

 参画プログラムは、東京 2020大会に向けた各事業主体（ステークホルダ

ー）の様々なアクション（イベント・事業等）に対して大会組織委員会が認

証し、マークの付与等を行うことにより、東京 2020大会への参画を推進す

る仕組みです。対象は東京 2020大会が掲げる「大会ビジョン」の３つのコ

ンセプトと、アクション＆レガシープランの５本柱のコンセプトに合致して

いるアクションとなります。 

 

【東京 2020 Vision 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５本柱のコンセプト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この５本柱のうち、教育分野では「東京 2020教育プログラム（愛称：よ

（東京 2020アクション＆レガシープラン 2016より） 
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うい、ドン！）」と称して、小・中・高等学校・特別支援学校・その他教育

機関などでオリンピック・パラリンピック教育を実施する等、様々な関係団

体と連携し、全国規模でのアクションを積極的に推進していくことが示され

ています。 

 本県では、この教育プログラムに積極的に参加していき、大会の気運醸成

とともに、子供たちにかけがえのないレガシーを残していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝東京 2020教育プログラム（愛称：ようい、ドン！） 

（公益財団法人 東京オリンピック・パランリンピック競技大会組織委員会 

 理事会（平成２８年９月２９日開催）資料） ※組織委員会 HPより） 
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４．ラグビー精神と教育 

 ラグビーの国際統括団体であり、RWCの主催者であるワールドラグビーは、ラグ

ビーの５つの価値を次のとおり掲げています。 

ƦƼIntegrity ᴜ̬ ƽ 

ƦƼPassion ƽ 

ƦƼSolidarity ƽ 

ƦƼDiscipline ♣ ƽ 

ƦƼRespect ᾗ ƽ 

 

 また、我が国においても次のような「ラグビー精神」が、ラグビー文化として広

く知られています。 

 

Ʀ ɓȥȠɕɪȢǵ  

  ₡ǲ ƵḫƵǯɗȷɆșᾬǖǠƳ 

Ʀ ɌɶȳȢɇǵ  

  ֻ ˓ǵ Ǔ ȓǷ װ ǵӢѩǶǱǖƲǑ˛ǋǵβ ș ǏǉǍƳ 

Ʀ      

  Ƽ ˲Ƕ ǵǦȈƲ Ƕ ˲ǵǦȈƽ 

  ̎ ǓӲҘǞǉǪǭɆɧȢș ǠƳ 

 

 ラグビーが持つこれらの考え方は、多様化が進む社会を生きる上で非常に有益で

あり、子供の頃からしっかりと育んでいく必要があるものです。 

 我が国で開催される RWC2019では、埼玉県・熊谷市が全国１２開催都市の１つと

なっており、ラグビーを通じた人財育成の気運が高まっています。 

 そのような中で、本県では小学校における「タグラグビー」の普及を推進してお

り、今後、子供たちがラグビーに触れる機会が増えていきます。 

 この絶好の機会を捉えて、ラグビーを通して次代を担う人財育成を図る取組を進

めていきます。 

 なお、ラグビー精神は前述のオリンピック・パラリンピック教育の考え方と合致

するものであることから、双方を一体的に捉えて取組を進めていきます。 

 



 

9 

 

５．本県における現状と課題 

 （１）大会に対する気運醸成 

 平成２８年度に実施された埼玉県政世論調査では、東京 2020大会の開催

競技と開催会場の認知状況について、次のような結果が出ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この結果を見ると、開催競技または開催会場について、知らない割合が５

割を超えており、本県での開催についての認知度はあまり高くないことが見

受けられます。 

 また、RWC2019への関心度については、次のような結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

σ ǵ ↓ 

Ħᶥ 2,175 ᶥ ֯  

σ̝ḹǵ ↓ 

Ū ḩ ȷȽȶȠɞ ƷƷ ȳɁȩɶ  

ū ǜǋǦȅȷɶɏɶȠɨɶɈ Ɏȷȯ  

Ŭ ɴ ȩɱɂɨɶΣ Ȳɩɓ  

ŭ ʣ ḹ ᾑ  

Ů ǋǡȓȉ ȐǱǋ 
їЖ:₳ 28 ₴↓ ḩ ʫ Ḹף  

Ū ẎẀ ⱲǓǉȑƲ Ʋ ɧȮɑɶḹǮ

ǞǦǋƳ 
 
ū ǒǱȑ ⱲǓǉȑƲ ̈ ȋɉɣɶȶɶɧɱ

ɇ̈ ǱǰǓ ɧȮɑɶḹǮ ȖȓȒǱȐ

ǞǦǋƳ 
 
Ŭ ⱲǓǉȒǦȈƲɄɪɑǱǰǮ ǞǦǋƳ 

ŭ ǦȅǦȅɄɪɑǱǰǮ ǲǠȓǷ ǠȒǒȉǞ

ȓǱǋƳ 

Ů ǲ ⱲǶǱǋ 

їЖ:₳ 28 ₴↓ ḩ ʫ Ḹף  

ǀ ǁȳɁȩɶ     ǀ ǁȲɩɓ 

ǀ ǁɎȷȯɁɆɚɶɩǀ ǁᾑ  

ǀ ǁǋǡȓȉ ȐǱǋ 

Ħᶥ 2,175  

 

  

RWC2019 ǿǵ Ⱳ↓ 
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 この結果を見ると、積極的に会場で観戦したい割合は１割未満となってい

る一方、どちらかというと関心がない割合が約７割と高くなっています。 

 この結果を踏まえると、特に子供たちにはオリンピック・パラリンピック

教育などを通して、本県で開催される競技などについて知ってもらい、スポ

ーツの価値や理解を深めてもらうことが求められます。 

 （２）主体的に行動できる「人財」の育成 

 子供たちを取り巻く環境は、グローバル化や情報化、技術革新などにより

めまぐるしく変化しており、自らの人生を主体的に切り拓いていく力を身に

付けていく必要があります。 

 本県では東京 2020大会や RWC2019が開催されますが、これら国際的なス

ポーツ大会は、前述のとおり、スポーツへの関心を高め、「する、見る、支

える」などの多様なスポーツとの関わり方を楽しむことや、スポーツを通し

て、他者との関わり方を学ぶこと、ルールを守って競い合っていく力を身に

付けたりすること、さらには、世界の文化理解を通して、多様性の尊重や平

和に寄与する態度を身に付けたり、ボランティア活動を通して、共生社会の

実現に不可欠な他者への共感や思いやりを育むことが可能です。 

 次代を担う子供たちに多くのことを学ばせ、伝えることのできる、子供た

ちの成長にまたとないこの重要な機会を、最大限活用していくことが求めら

れます。 

 （３）本県で引き継がれている教育レガシーの継承 

 本県では、２００４年に第５９回彩の国まごころ国体と第４回全国障害者

スポーツ大会が開催され、メイン会場となった熊谷スポーツ文化公園を始め

とした施設が整備されるとともに、ボランティアの活躍など県を挙げてのお

もてなしにより大いに盛り上がりました。 

 また、２００９年には第２１回全国生涯学習フェスティバル（まなびピア

埼玉２００９）が開催され、学ぶ楽しさや大切さを感じ、学ぶきっかけづく

りを提供する様々なイベントが、本県全域で行われました。 

 これらの全国規模のイベント開催を通して、多くの有形・無形のレガシー

が本県の教育の中に創り出され、現在に引き継がれています。 

 この貴重なレガシーを、本県で開催される東京 2020 大会、RWC2019にお

いても積極的に活用して、更なるレガシーの創出につなげていくことが求め

られます。 

 （４）郷土に対する愛着心と誇りの醸成 

 本県では高度成長期以降急速に人口が増加してきた一方、県外への通勤・

通学者も多く、民間の調査によると県民の愛県心が薄いといった結果も出て

います（※） 

 その中で、本県において東京 2020大会や RWC2019といった国際的なスポ

ーツ大会が開催されることは、地元に対する誇りと郷土愛を育む絶好の機会
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であり、この機会を積極的に活用していくことが求められます。 

 さらに、地元に対する誇りと郷土愛を持つことで、その魅力を対外的に発

信していくことが求められます。 

  ※リクルート 2010年ご当地調査 

   ・地元に愛着を感じる ４７位 ・地元のおすすめ度  ４７位 
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６．取組の方向性 

 （１）本県におけるオリンピック・パラリンピック／ラグビー教育の方向性  

本県では、基本計画を踏まえ、次の２つを大きな柱として進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）埼玉県版文化プログラムとの連携  

 オリンピック・パラリンピックはスポーツの祭典であるだけでなく、文化

の祭典でもあることから、大会を契機とした文化振興が期待されます。 

 本県でも基本計画において埼玉県版文化プログラムを展開することによ

り、埼玉の文化芸術の魅力を世界に発信するとともに、多様な人たちが参加

する文化イベントを積極的に行っていくこととしています。 

 魅力ある文化芸術に触れることは、感性を磨くなど、子供たちの豊かな心

を育むことにもつながることから、埼玉県版文化プログラムとしての取組

（アクション）との積極的な連携を図っていきます。 

Ū Ȩɶɩḩ Ǯǵ֝  

  ɕɫȮɧɞƼȏǍǋƲɇɱ ƽǿǵ ֓қ  
 
 Ẏ̝ Ỗᴣ̝ǵὑȈȒƼȠȭȵɥɱ ɪȪȵɶɕɧɱ 201 ƽǮ

ǶƲʝ˲Ǯȉẉǖǵ˲ƵǵẎ̝ǿǵ֓ ș͝ǞǭǋȅǠƳ 

 ǚǵ֓ ǓӴǱȒ ꜠Ǯ ȖȒǚǯǱǖƲǦǖǜȚǵ Ƶǵ Ȗȑ

ǲȏȑ֝ ǓЕ ӓǞǭǋǖǦȈǵ˿ ȆǓƼ ˬ 2020 ֓ ɕɫȮ

ɧɞƽǮǉȑƲǤǵʴǵ ѝ ǵɕɫȮɧɞǓƼ ˬ 2020 ɕ

ɫȮɧɞ ƾȏǍǋƲɇɱ ƿ ǮǠƳ 

 ǮǶƲᾛɵʴɵ ɵ ѩ ἶ ɵǤǵ̀ ǱǰǓƲƼȏ

ǍǋƲɇɱ ƽɕɫȮɧɞǲ ǲ ȖȑƲἧ͑ǦǨǵ ǲ Ǡ

Ȓ͔ΙǉȒ ș ȈǭǋǔȅǠƳ 

 

ū ɪȪȵɶǵҍ  

  ǒǘǓǏǵǱǋɪȪȵɶșἧ͑ǦǨǲ Ǟǭǋǖ  
  
 ḩ ǵἧ͑ǦǨʝ˲ǹǯȑș̤ǷǠǦȈǵ֝ ș ὕǲ ǞƲẌ

ȋⱷș ǨƲἶ ș Ǟǭ˲ șўȑ ǔƲ⃰ Ǳ șὕ ǞǱǓ

Ȑ ̝ǵʴǮ☻Ҋș ǦǠǚǯǓǮǔȒƼ˲ ƽș Ǟǭǋǖǯǯ

ȉǲƲẎ̝ǵ ș ǞƲǤǵ♥ǵ˲ ǵ ǯǱȒȏǍǱǒǘǓǏǵ

ǱǋɪȪȵɶșἧ͑ǦǨǲ ǞǭǋǔȅǠƳ 
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７．具体的な取組 

 （１）各学校におけるオリンピック・パラリンピック／ラグビー教育の実施 

① オリンピック・パラリンピック等の歴史や意義の理解 

 オリンピック・パラリンピック等の知識や、選手の体験・エピソード、

大会を支える仕組み等について学習し、その価値や意義について理解しま

す。 

 

② アスリートによる教育 

 （公財）日本オリンピック委員会（JOC）の行うオリンピック・ムーブメ

ント事業と連携しオリンピアン・パラリンピアン等のアスリートを学校に

派遣し、直接交流を実施することなどにより、子供たちがオリンピック・

パラリンピックのすばらしさを実感できるようにします。 

 また、スポーツへの関心を高め、夢に向かって努力したり困難を克服し

たりする意欲を養います。 

 

③ 多様性の理解 

 障害の有無に関わらず、すべての人々が同じ社会に生きる人間として、

互いに支え合って生きていく力を身に付けることは大切です。 

 また、外国人や外国の文化・習慣等を理解し、互いに尊重し合えるよう

になることも重要です。 

 いずれも、真の「共生社会」を実現する上で欠かせません。 

 そこで、障害者スポーツの体験や障害者との交流など、障害者の理解を

進める教育や、外国人や外国の文化等に触れる教育を一層充実させ、多様

性を尊重した、真の「共生社会」の実現を目指します。 

 

④ 日本人としての自覚と誇りの醸成 

 埼玉の子供たちが、世界各国の子供たちと交流し、異文化を尊重しつつ、

積極的にコミュニケーションを取れるようにするためには、まず、子供た

ち自身が日本や埼玉の良さを十分理解することが重要です。 

 我が国には礼節を重んじ、他者を思いやり、マナーを守り、助け合って

生活する国民性があります。また、大切な人への気遣いや心配りを表す「お

もてなし」という言葉があります。 

 こうした規範意識、公正・公平な態度や公共の精神などを改めてしっか

り身に付けることにより、自分を見つめ直し、日本人としての自覚と誇り

を持てる教育を進めます。 

 

⑤ 豊かな国際感覚の習得 

 東京 2020大会に向けて、東京に世界中から多様な人々が集まり、子供た

ちが交流する機会も増えます。 
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 そこで、子供たちが世界で通用する英語力を身に付けることはもとより、

相手の意図・考え方を的確に理解し、世界の人々と臆せず積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度や豊かな国際感覚を醸成し、世界の多様

性を受け入れる力を身に付ける教育を進めます。 

 （２）ボランティアマインドの醸成 

 少子高齢化が一層進むこれからの時代にあっては、社会に貢献しようとす

る意欲や他者を思いやる心などのボランティアマインドを醸成することは、

共生社会の構成員となる子供たちにとって不可欠な要素です。また、子供た

ちの自尊感情を高める上でも、ボランティア活動は効果があります。 

 海外からの観光客等が多数来県することが想定される東京 2020大会及び、

RWC2019を機会に、子供たちの発達の段階に応じたボランティアに関わる取

組を推進することで、継続的・計画的にボランティアマインドを醸成し、自

尊感情を高めます。 

 （３）埼玉の文化を体験・発表する機会の充実 

① 文化芸術活動への参加促進、発表の場の提供 

 子供たちの豊かな心や感性、創造性が育まれるよう、文化芸術活動に触

れる機会を提供します。また、海外の文化芸術に触れる機会を通して、豊

かな国際感覚を醸成し、共生社会を目指すきっかけをつくります。 

 

② 日本文化の体験 

 高等学校文化連盟など関係団体と連携し、茶道、華道、書道など我が国

の伝統的な生活文化の魅力を再認識し、様々な体験等を通して普及を促進

します。 

 

③ 埼玉ならではの価値や魅力の情報発信 

 埼玉が有する文化資源等を活用し、埼玉の新たな魅力発信を行っていき

ます。 

 

 

 各項目の具体的なアクション例については、付表を御覧ください。 
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８．取組の実施における留意点 

 （１）各地域における実態を踏まえ、積極的に取り組んでいく 

 県内市町村には、東京 2020大会や RWC2019の開催地かどうかや、アスリ

ートとの関係（出身地や生活拠点など）、姉妹都市の状況など、両大会との

関係等において様々な実情があります。それらを踏まえ、その地域における

教育資源として有効活用できるよう、積極的に取り組んでいくことが重要で

す。 

 （２）既存の教育をさらに良くしていく視点で取り組んでいく 

 世界規模の両大会を契機に、様々な取組が考えられますが、両大会を盛り

上げるとともに、既存の教育効果を高めていく視点が大切です。大きな行事

やイベントにおいて子供たちが有名アスリートと触れ合うことは、それだけ

で子供たちの思い出に残るすばらしい取組ですが、すべての学校で行える取

組でないことも確かです。 

 既に行っている実践に、通常の教育活動に支障を生じない範囲で、両大会

を通して少し手を加えていくことや、両大会を契機に、これまで取り組みに

くかった実践にチャレンジしていくことなど、既存の教育をベースに更に発

展していく視点も重要です。 

 

 

９．取組の評価と見直し 

 大会組織委員会のアクション＆レガシープランは毎年改定される予定で、アクシ

ョンの積み重ねに伴う更新が行われることになります。 

 本方針についても、以下のとおり毎年度見直しを行っていきます。 

  評価と見直しについては、2020オリンピック・パラリンピック／ラグビーワール

ドカップ 2019埼玉県推進委員会に設置された文化・教育部会において行っていく

こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ɵὕ ǵ ͔ 

ɵ ˬ 2020 Ƞȭȵɥɱ ɪȪȵɶɕɧɱ 2016

ǵ Кὦǵ  

ǠȒ֝ ǦǱ֝ ǵὕ  
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（参考１）東京 2020参画プログラム 

 「東京 2020参画プログラム」とは、様々な組織や団体がアクション＆レガシー

プランで提示されたアクションを実施する仕組みで、参画プログラムとして認証さ

れることで、マークの使用や「オリンピック・パラリンピック」等の文言使用が可

能となるものです。 

 

１．プログラムの枠組み 

 （１）東京 2020公認プログラム 

・ 実施主体：各省庁、開催都市、スポンサー、ＪＯＣ、ＪＰＣ、会場関連自治

体、大会放送権者 

・ 東京 2020公認マークを使用することができます。 

・ 「オリンピック・パラリンピック」等の文言を、アクションタイトルや説明

文等に使用することができます。 

    ※会場関連自治体＝埼玉県、さいたま市、川越市、朝霞市、和光市、新座市 

 （２）東京 2020応援プログラム 

・ 実施主体：会場関連自治体以外の自治体、非営利団体 

・ 東京 2020応援マークを使用することができます。 

・ 「オリンピック・パラリンピック」等の文言を、タイトル以外（説明文等）

に使用することができます。 

 

２．申請等の流れ 

 （１）主体登録 

    １回のみの申請で、団体情報の登録を行います。 

 （２）アクション申請（実施のおよそ１か月前までに申請） 

    アクション単位で大会組織委員会あて電子メールにより申請を行います。 

 （３）大会組織委員会によるアクション認証 

 （４）マーク等使用申請（実施のおよそ２週間前までに申請） 

 （５）実績報告（実施から２か月以内に提出） 

   ※詳細については「東京 2020参画プログラム ガイドライン」を御覧ください。  

 

【マーク】 
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（参考２）東京 2020教育プログラム（愛称：「ようい、ドン！」） 

 「東京 2020教育プログラム」は、「東京 2020参画プログラム」において教育分

野に位置付けられるもので、政府、東京都、全国の地方公共団体、スポンサー企業、

教育機関等が一丸となって、全国各地で教育の取組を展開していく仕組みです。 

 

１．プログラムの枠組み 

（１）東京 2020オリンピック・パラリンピック教育実施校の事業認証 

 オリンピック・パラリンピック教育を体系的に推進する学校の事業を大会組

織委員会が認証。 

（２）ステークホルダーによる教育プログラム。 

 政府、東京都等がオリンピック・パラリンピック教育の振興を図るために、

子供たちを対象として実施する各種イベント。 

（３）スポンサー企業による教育プログラム 

 アクション＆レガシープランの５本の柱に合致し、スポンサー企業の特徴を

生かしたプログラムの、教育実施校や地域住民等への提供。 

（４）大学、地域の非営利団体等による教育プログラム 

 大学等が学生を巻き込んで企画した事業や各々の専門性を活かした授業・研

究を大会組織委員会が認証。また、地域の特徴を生かしたプログラムを学校等

と連携しながら実施することで、世代を超えた交流や地域に根付いた取組を展

開。 

 

（※）東京 2020オリンピック・パラリンピック教育実施校 

 （１）対象校 

    全国の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、特別支援

学校（国立・公立・私立） 

 （２）認証の審査基準 

   ・オリンピックの３つの価値やパラリンピックの４つの価値、東京 2020大会

ビジョンに基づいた学習を行っている。 

   ・東京 2020大会組織委員会が作成、または認める学習教材に基づく授業や、

学校行事・体験活動等を通して、オリンピック・パラリンピックの価値につ

いて学習できる機会が、学校の年間指導計画に盛り込まれており、計画的に

取組を実施している。 

   ・学校全体で取組を行い、さまざまな教科や教育活動を通して総合的に学習を

行っている。 
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２．申請等の流れ 

  【公立学校】 【各市町村教育委員会】 【埼玉県教育委員会】   

 

  【私立学校】 【埼玉県総務部学事課】 

  【国立大学附属学校】 

 

 （１）大会組織委員会によるアクション認証 

 （２）マーク等使用申請（教育現場外の不特定多数に向けてマークを使用する場合） 

 （３）実績報告（年度終了後２か月以内に提出） 

 

  ※ 詳細については「東京 2020参画プログラム ガイドライン－東京 2020教育

プログラム 学校編－」を御覧ください。  

 

【マーク】 

 

 

 

【
大
会
組
織
委
員
会
】 

SAMPLE  



 

 

 

̂  

 ֺ֝ ͈  
 

Ʀ ʤ ǲ ǠȠȭȵɥɱǶƲ ḹ Ǯὕ ǠȒ˗ ȋ֝ ǵ֓ ͈ǯǞǭ ǙǦȉǵǮǠƳ 

Ʀ Ƞȭȵɥɱ͈ǶƲẎ̝ Ỗᴣ̝ǵƼȠȭȵɥɱ ɪȪȵɶɕɧɱ 2016 ƽǵ ȋƲ ǲǑǘȒ ǦǱ˗ ȋ֝ ș

ȅǏǭʹ ǞǭǋǔȅǠƳ 

 

 ֺἶ ὕ 

 ① オリンピック・パラリンピック等の歴史や意義の理解 

 ・組織委員会が示すオリンピック・パラリンピック教育の学習教材を活用した教育 

 ・１９６４年の東京五輪調べ 

 ・タグラグビーの実践 

 ※ オリンピック・パラリンピック等の知識（例） 

   ・歴史 ・競技種目 ・アスリートのパフォーマンスや努力のすばらしさ・オリンピック精神 ・パラリンピックの意義 

   ・用具の工夫 など 

 ② アスリートによる教育 

 ・オリンピアン・パラリンピアン、外国人アスリートとの競技体験会などによる交流 

 ・トップアスリートによる講演、最先端スポーツ施設の訪問等（スポーツ教養セミナー） 

 ・本県開催競技の大会を観戦する 

 ③ 多様性の理解 

 ・パラリンピアンや障害者スポーツ競技団体の指導者等を学校に派遣 

 ・障害者スポーツの観戦・体験等の機会拡充 

 ・特別支援学校児童生徒の地域スポーツサークル参加や地域住民との交流 

 ・障害のある児童生徒がスポーツに親しむことのできる環境の整備 

 ・外国人や性的マイノリティの人権など、グローバルな時代に求められる人権教育 



 

 

 

 ④ 日本人としての自覚と誇りの醸成 

 ・県独自の道徳教材「彩の国の道徳」の活用などによる道徳教育の充実 

 ・我が国の伝統文化に触れる 

 ⑤ 豊かな国際感覚の習得 

 ・大会参加国や実施競技を通して世界を知る取組 

 ・海外からの留学生や本県に居住する外国人との交流を通した国際理解への取組 

 ・世界各国の文化・芸術の鑑賞 

  

 ・特別支援学校の児童生徒と小・中・高校生との交流及び共同学習（支援籍）の充実 

 ・ボランティア養成講座（スポーツ等の国際大会に向けたボランティアへの理解と養成） 

 ・ボランティア実践（東京 2020大会、RWC2019に向けて、地域におけるさまざまなボランティア活動を経験） 

 ḩ ӓ ̱ ̝ Ϲὕ 

 ① 文化芸術活動への参加促進、発表する場の充実 

 ② 日本文化の体験 

  ・ 埼玉県芸術文化祭の開催（再掲） 

 ③ 埼玉ならではの価値や魅力の情報発信。 

  ・ 博物館や美術館における展示や体験プログラムの実施 

 


